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問
　
市
環
境
美
化
条
例
の
空
き
缶

投
棄
等
に
対
す
る
罰
則
規
定
を
厳
格

に
す
る
予
定
は
。 

　
答
　
現
行
の
規
定
は
、
罰
金
と
し

て
い
る
た
め
、
警
察
へ
の
告
発
手
続

き
が
必
要
で
あ
り
、
適
用
に
至
っ
て

い
な
い
。
条
例
を
見
直
し
、
市
独
自

で
運
用
で
き
る
過
料
と
す
る
こ
と
で
、

違
反
者
か
ら
そ
の
場
で
徴
収
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
実
効
性
が
期
待
で

き
る
。
そ
の
た
め
に
は
監
視
体
制
の

強
化
が
重
要
で
あ
り
、
今
後
、
総
合

政
策
審
議
会
や
市
民
等
幅
広
い
意
見

を
聞
き
な
が
ら
改
正
作
業
を
進
め
た

い
。 

   

　
問
　
津
波
災
害
に
つ
い
て
、
市
民

へ
の
周
知
・
知
識
教
育
・
啓
発
の
た

め
に
、
津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
早

急
に
作
成
す
べ
き
で
は
。 

　
答
　
町
内
会
、
自
主
防
災
会
や
公

民
館
等
に
お
け
る
出
前
講
座
の
実
施
、

防
災
ま
ち
づ
く
り
学
校
等
の
諸
行
事

を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
東

南
海
・
南
海
地
震
に
関
す
る
知
識
の

普
及
や
心
構
え
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
る
。
さ
ら
に
市
民
の
危
機
管
理
意

識
を
高
め
る
た
め
、
平
成
18
年
度
中

の
マ
ッ
プ
原
案
作
成
に
向
け
現
在
準

備
を
進
め
て
い
る
。 

   

　
問
　
御
津
虎
倉
地
内
で
オ
オ
タ
カ

の
営
巣
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
保

護
に
つ
い
て
本
市
の
方
針
は
。 

　
答
　
平
成
18
年
３
月
に
確
認
後
、

引
き
続
き
詳
細
を
調
査
中
だ
が
、
今

後
、
検
討
会
を
設
け
、
保
護
に
関
す

る
専
門
家
の
意
見
を
聴
取
す
る
。
こ

れ
ら
を
踏
ま
え
、
各
種
開
発
等
に
際

し
、
市
環
境
保
全
条
例
に
基
づ
き
、

可
能
な
限
り
適
切
な
環
境
配
慮
を
指

導
し
た
い
。
ま
た
、
地
元
住
民
や
関

係
機
関
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
貴
重

野
生
生
物
保
護
区
の
指
定
や
、
県
立

自
然
公
園
へ
の
編
入
要
望
等
を
検
討

し
た
い
。 

   

　
問
　
ラ
ブ
ホ
テ
ル
建
設
に
係
る
訴

訟
に
つ
い
て
①
岡
山
地
裁
の
判
決
に

対
す
る
考
え
は
②
今
後
の
方
向
性
は
。 

　
答
　
①
地
方
分
権
推
進
の
流
れ
の

中
、
地
域
の
生
活
環
境
を
守
り
た
い

と
の
住
民
の
熱
い
要
望
や
願
い
に
こ

た
え
る
た
め
、
市
開
発
行
為
の
許
可

基
準
等
に
関
す
る
条
例
に
、
付
近
住

民
の
同
意
を
必
要
と
す
る
旨
の
附
則

を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
本
市
独
自

の
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
考
え
方
や

主
張
が
認
め
ら
れ
ず
残
念
だ
②
市
民

の
よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
保
持
に
必

要
な
施
策
に
つ
い
て
、
全
庁
的
な
視

点
に
立
ち
一
層
研
究
・
検
討
し
た
い
。 

を
発
信
す
る
意
味
か
ら
も
重
要
で
あ

り
、
樹
木
や
樹
形
の
統
一
性
や
、
都

心
景
観
と
の
一
体
性
等
街
づ
く
り
の

観
点
か
ら
、
市
民
と
一
体
に
な
っ
て

戦
略
的
に
計
画
し
て
い
き
た
い
。 

   

　
問
　
Ｊ
Ｒ
西
日
本
が
進
め
る
Ｉ
Ｃ

乗
車
券
に
よ
る
自
動
改
札
化
に
つ
い

て
①
市
内
の
導
入
予
定
は
②
庭
瀬
駅

南
口
開
設
へ
の
影
響
は
。 

　
答
　
①
平
成
19
年
春
か
ら
、
山
陽

本
線
の
六
駅
を
は
じ
め
計
二
十
駅
で

順
次
整
備
し
夏
以
降
Ｉ
Ｃ
乗
車
券
が

利
用
で
き
る
予
定
だ
②
こ
れ
ま
で
Ｊ

Ｒ
に
対
し
再
三
働
き
か
け
て
き
た
。

駅
の
自
動
改
札
化
が
進
め
ば
、
初
期

投
資
や
機
器
の
管
理
経
費
は
か
か
る

が
、
人
件
費
の
抑
制
が
予
想
さ
れ
、

開
設
へ
向
け
て
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
る

も
の
と
期
待
し
て
お
り
、
地
域
住
民

と
と
も
に
粘
り
強
く
働
き
か
け
た
い
。 

   

　
問
　
平
成
19
年
に
サ
ン
ノ
ゼ
市
と

の
姉
妹
都
市
締
結
五
十
周
年
を
迎
え

る
が
、
記
念
事
業
の
検
討
状
況
は
。 

　
答
　
18
年
５
月
に
記
念
事
業
実
行

委
員
会
を
設
置
し
、
経
済
・
文
化
・

市
民
各
分
野
の
交
流
を
柱
と
す
る
記

念
事
業
に
つ
い
て
、
幅
広
い
意
見
を

基
に
サ
ン
ノ
ゼ
市
へ
打
診
し
な
が
ら

検
討
し
て
い
る
。
サ
ン
ノ
ゼ
市
当
局

や
関
係
団
体
と
の
連
携
を
深
め
、
半

世
紀
の
節
目
に
ふ
さ
わ
し
く
、
新
た

な
実
り
あ
る
交
流
の
出
発
点
と
な
る

事
業
を
双
方
で
企
画
実
施
し
た
い
。 

   

　
問
　
西
川
緑
道
公
園
整
備
に
向
け

①
市
民
懇
談
会
の
検
討
状
況
は
②
地

元
関
係
者
等
と
の
協
議
は
。 

　
答
　
①
平
成
18
年
４
月
に
立
ち
上

げ
、
今
後
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
解
析
、
両
側
に
あ
る
市
道
の
交
通

量
抑
制
、
夜
間
の
安
全
・
安
心
対
策

や
回
遊
性
向
上
へ
の
方
策
等
を
検
討

課
題
と
し
て
審
議
を
深
め
て
い
く
②

公
園
の
再
生
に
は
地
元
住
民
や
利
用

者
の
意
見
と
協
力
が
重
要
で
あ
り
、

西
川
・
枝
川
緑
道
公
園
愛
護
委
員
会

を
は
じ
め
、
関
係
団
体
と
の
意
見
交

換
を
進
め
た
い
。 

Ｊ
Ｒ
駅
の
自
動
改
札
化
を
受
け
 

庭
瀬
駅
南
口
開
設
を
 

サ
ン
ノ
ゼ
市
と
の
交
流
 

記
念
事
業
実
施
に
向
け
て
 

環
境
美
化
に
向
け
 

よ
り
効
果
的
な
条
例
改
正
へ
 

西
川
緑
道
公
園
の
再
生
 

市
民
の
意
見
を
取
り
入
れ
推
進
 

津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
 

防
災
意
識
を
向
上
 

オ
オ
タ
カ
の
営
巣
地
 

積
極
的
な
保
護
施
策
を
検
討
 

ラ
ブ
ホ
テ
ル
建
設
訴
訟
 

判
決
結
果
を
受
け
て
 

緑豊かな市街地を演出（市役所筋） 

日本友情庭園新門本友情庭園新門の落成式の落成式 
～20042004年サンノゼ市にて 
日本友情庭園新門の落成式 
～2004年サンノゼ市にて 

貴重野生生物貴重野生生物が生息生息しやすい環境環境を 
～御津虎倉地内御津虎倉地内で撮影撮影されたオオタカ 
貴重野生生物が生息しやすい環境を 
～御津虎倉地内で撮影されたオオタカ 

戦災の記憶を後世に（田町橋） 

解　説 　 
※１　ラブホテル建設に係る訴訟
＝市内箕島の市街化調整区域内へ
のラブホテル建設をめぐり、市開
発行為の許可基準等に関する条例
の附則を根拠に不許可としていた
ことについて、平成18年４月岡山
地裁から、当該条例が都市計画法
に違反し無効との判決が出され、
市は控訴を断念した。 

※
１ 


